
暴力団等排除に関する特約条項

（暴力団等排除に関する特約条項）

第１条 甲は、乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員の

いずれかの者。以下この条項において同じ。）が次のいずれか

に該当するときは、この契約を解除することができる。この

場合には、何ら催告を要しないものとする。

(１ ) ア 法人の役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙

が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは

営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。）若

しくは使用人が、暴力団員等（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者）であるとき、又は暴力団

員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の

規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に定

める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支

配若しくは影響の下に活動しているものと認められる

団体の構成員及び関係者であるとき。

ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、

日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員

及び関係者であるとき。

(２ ) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三

者に損害を加える目的をもって、反社会的団体（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又

は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行っ

た団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行っ

た団体をいう。以下同じ。）の威力又は関係者を利用する

などしているとき。

(３ ) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に

協力し、若しくは関与しているとき。

(４ ) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席する

など社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(５ ) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、

これを不当に利用したり、実際には反社会的団体と関係な

いがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなど

しているとき。

(６ ) 再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当た

り、その相手方が本項第 1 号から前号までのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。

(７ ) 乙が、本項第 1 号から第５号までのいずれかに該当する

者を再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相

手方としていた場合（本項第６号に該当する場合を除く。）

に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従

わないとき。

２ 甲は第１項の規定によりこの契約を解除したときは、これに

よって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。

３ 契約解除に伴う措置等については、契約書の「甲の解除権」

に係る規定又は請書の「契約解除」に係る規定を準用するもの

とする。

４ 第 1 項１号から６号に該当するおそれがあると認めるときは、

乙は、甲が乙の役職員の個人情報について、警視庁等に対して

情報提供又は照会することに関して同意するものとする。


